
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸収合併に係る事前開示書面 
（会社法第 794条第 1項及び会社法施行規則第 191条に定める書面） 

 

2020年２月 17日 

 

 

 

株式会社ユーグレナ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2020年２月 17日 

 

吸収合併に係る事前開示事項 

 

東京都港区芝五丁目 29番 11号 

株式会社ユーグレナ 

代表取締役 出雲 充 

 

 

当社は、2020年１月 24日付で株式会社フック（以下「フック」という）との間で締結し

た合併契約に基づき、2020 年４月１日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、フ

ックを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」という）を行うことを予定してお

りますところ、会社法第 794 条第１項及び会社法施行規則第 191 条に規定する事項を記載

し、本店に備え置きます。 

 

１．吸収合併契約の内容 

 

別紙１の「合併契約書」のとおりです。 

 

２．吸収合併消滅会社の株主に対して交付する合併対価の相当性に関する事項 

 

完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はありません。 

 

３．吸収合併消滅会社の新株予約権の新株予約権者に対して交付する合併対価の定めの相

当性に関する事項 

 

吸収合併消滅会社であるフックは新株予約権を発行しておりませんので、該当事項は

ありません。 

 

４．フックに関する事項 

（１） 最終事業年度に係る計算書類等 

 

フックの最終事業年度（2018年 10月１日から 2019年９月 30日まで）に係る計算書類

は、別紙２のとおりです。 

 

 



（２） 最終事業年度の末日後に生じた重要な後発事象 

 

 該当事項はありません。 

 

５．当社の最終事業年度の末日後に生じた重要な後発事象 

 

 当社は、2019 年 10 月 18 日開催の取締役会において、当社を吸収合併存続会社、当

社の連結子会社である株式会社ユーグレナ・アートを吸収合併消滅会社として吸収合

併することを決議し、同日付で同社と合併契約を締結いたしました。なお、当該合併は

2020年１月１日付で予定どおり実施いたしました。 

 

６．吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項 

 

本合併効力発生日後の当社の資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれ

ます。また、本合併後の当社の収益状況およびキャッシュ・フローの状況について、当

社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません。従

って、本合併後における当社の債務について履行の見込みがあると判断いたします。 

 

７．事前開示開始日以降に上記事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 

 

変更がありましたら、ただちに開示いたします。 

 

以上 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 

 



決 算 報 告 書

（第 １１ 期）

自 平成 30 年 10 月 1 日
至 令和 元 年 9 月 30 日

株式会社フック

東京都港区芝5-29-11　G-BASE田町














